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加盟競技団体へのアンチ・ドーピング啓発活動実施概要イメージ 

 

 

アンチ・ドーピング啓発活動（全４１競技団体） 
スポーツファーマシストを派遣した研修会を年１回以上実施 

【国民スポーツ大会アンチ・ドーピング教育活動実施要項 

                       （80回大会より、受講方法一部改定）】 

  国スポ選手、監督、スポーツドクター、アスレティックトレーナー及び保護

者を対象に必ず実施 

「国民スポーツ大会選手カード」の写しを 

【競技スポーツ係】各競技担当者へメールで提出 

選手は「国スポ選手等における薬とサプリメントについての意識調査」、 

指導者は「指導者におけるアンチ・ドーピングについての意識調査」に回答 

実施報告書【様式５】及び写真（最低１枚）を 

アンチ・ドーピング啓発活動担当 

【生涯スポーツ係】へ提出 

３-（３）方法及び内容 

② JSPO指定研修会等受講 

（Educator、スポーツドクター、

スポーツファーマシスト等を講師

とした研修会） 

 

 

３-（３）方法及び内容 

① Webによるデジタルラーニ   

 ング及び「クリーンスポーツ行 

動チェック」への回答 

選
手
や
指
導
者
、
競
技
関
係
者
な
ど 

幅
広
い
対
象
（
国
ス
ポ
関
係
者
に
限
定
し
な
い
）
に
実
施
。 

①or② の方法を選択して受講 

 

受講後、各自で意識調査に回答 

 


